
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

男女共同参画

 

講座・研修のご案内 
 

県がおこなう「男女共同参画」「女性の活

躍推進」等に関する講座や研修の情報を

受け取ることができます。 

。 

 

 

講座への参加 
 

男女共同参画に関する知識や地域での活

動に役立つスキル等が学べるスキルアッ

プ講座を受講できます。                 

 

  

貸室の利用 
 
サポーター活動のためのセミナーや 

研修会を開催する際に「セミナー室」「研

修室」等を無料で利用できます。（要予約） 

 

 募集 

サポーター交流会への参加 
 

サポーターとして活動されている方と

「情報交換」「ネットワーク作り」を 

することができます。 

 

 

サポーター登録すると特典があります 

 

だれもが自分らしく安心して暮らせる 

男女共同参画社会を目指して活動していただける 

「男女共同参画推進サポーター」 

（個人・団体）を募集しています。 

 

 

 

岐 阜 県 

交流会の様子 

参加したサポーターの声 

⚫ 皆さんと意見を交換でき有意義な時間でした

今後の活動の中でも伝えていきます。 

⚫ 初めはとても緊張したのですが様々な考え方

に触れられて大変学びになりました。 

⚫ どのジャンルにも男女共同参画が必要だと話

し合いの中で感じました。 



男女共同参画推進サポーター 
 

 

 

 A 

男女共同参画社会づくりに興味・関心があり、県内で男女共同参画社会づくりの 

ための活動を行っている人（個人・団体）です。 

営利を目的とした活動は認めません。 

 

 

 

 A 

男女共同参画社会づくりの実現に向けた取組みを行い、周りの方やお住まいの地域に 

おいて男女共同参画に関することの普及・啓発活動をしていただきます。 

 

 

 

 A 

県民に向けた男女共同参画社会づくりのためのセミナーや講師を招いての研修会、 

相談対応などを行う時に無料で利用いただけます。 

 

 

 

   
A 

申込みは、「男女共同参画推進サポーター登録申込書」を「郵送」「ＦＡＸ」または 

「メール」でお送りください。（なお、団体の場合は、組織や活動内容がわかる書類を

添付してください。） 

「男女共同参画推進サポーター登録申込書」は岐阜県庁ホームページからダウンロー

ドできます。詳しくは下記のお問合せ先までご連絡ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q サポーターの役割はどんなことですか？  

Q 貸室はどんな活動に使えますか？ 

岐阜県男女共同参画・女性の活躍支援センター 

〈住 所〉 〒５００－８３８４  

岐阜市薮田南５－１４－５３ OKB ふれあい会館 第 2 棟９階 

〈電 話〉 ０５８－２１４－６４３１ 〈FAX〉 ０５８－２１４－６４３２ 

〈ｱﾄﾞﾚｽ〉  gifu-danjo@outlook.jp 

 

Q サポーターの申込み方法は？   

詳しくは 岐阜県男女共同参画サポーター 検索 

Q どんな人がサポーターに登録できますか？  

問合せ先 


